
※　注意事項

【原則提出不要】

【更新のみ原則提出不要】

・　埼玉県、さいたま市、川口市、秩父市、所沢市、本庄市、春日部市、鴻巣市、
　　越谷市、朝霞市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、吉川市、白岡市、

・　深谷市

　　伊奈町、鳩山町、小鹿野町、杉戸町

 ・　納税状況等が確認できないときは、各自治体から申請者に納税証明書等の提出を求めることがあります。

・　国税の納税証明書、上記の自治体以外の市町村税の納税証明書は従来どおり提出してください。

・　詳細は下記のページを御確認ください。

　　新規申請の場合　→　別冊１（各自治体のチェックリスト）、別冊２（共通書類のページ）

　　更新申請の場合　→　申請の手引p.６３、別冊１（各自治体のチェックリスト）

【同意の方法について】
● 新規申請の場合 ● 更新申請の場合

→納税状況等照会同意書兼誓約書（様式C-14） →申請受付システムで申請データを送信する際
を提出してください。 に行う同意をもって、税担当課へ納税状況等

の確認を行います。
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において、一部の自治体では、申請者の同意がある場合、原則として

納税証明書の提出が不要となります。


